
○美咲町結婚定住促進祝金交付要綱 

平成２８年３月１４日 

告示第９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、本町への若者の定住を促進し、定住人口の増加と地域の活性化

を図るために、新婚夫婦に対し定住促進祝金を交付することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによ

る。 

（１） 定住 本町に永く住むことを前提に、住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）第５条に規定する本町の住民基本台帳に記載されており、かつ、本町を

生活の本拠とすることをいう。 

（２） 新婚夫婦 市区町村が婚姻届を受理した日（以下「婚姻日」という。）か

ら１年以内の夫婦であって、婚姻日において、いずれか一方が４０歳未満である

夫婦をいう。ただし、本町のおこなう「結婚推進事業」により婚姻した夫婦につ

いては、この限りでない。 

（事業） 

第３条 第１条の目的達成のため、町長は結婚後も本町内に定住する新婚夫婦に対し

結婚定住促進祝金（以下「祝金」という。）を交付することができる。 

（対象夫婦） 

第４条 祝金の交付を受けることができる新婚夫婦は、次に掲げる要件を全て満たす

ものとする。 

（１） 夫婦のいずれか一方が婚姻前から本町に定住している者で、婚姻日後は夫

婦ともに、引き続き３年以上本町内に定住すること。 

（２） 復縁婚でないこと。再婚は対象とするが、過去にこの祝金の交付を受けた

者との婚姻でないこと。 

（３） 本町の徴収金等に滞納のないこと。 

（祝金の額） 

第５条 第３条に規定する事業に係る祝金の額は、新婚夫婦１組当たり５万円とす

る。 

（祝金の申請） 

第６条 第４条の規定に該当し祝金の交付を受けようとする新婚夫婦は、美咲町結婚

定住促進祝金交付申請書（様式第１号）により必要書類を添えて町長に申請しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 

（２） 住民票謄本 

（３） その他町長が必要と認める書類 



３ 第１項に規定する申請の期間は、婚姻日から１年間とする。 

（祝金の交付決定等の通知） 

第７条 町長は、前条の申請に係る書類を審査し、美咲町結婚定住促進祝金交付決定

通知書（様式第２号）又は美咲町結婚定住促進祝金不交付決定通知書（様式第３

号）により、当該申請者に速やかに通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、新婚夫婦が次の場合に該当するときは、祝金

を交付しないことができる。 

（１） 美咲町補助金等交付規則（平成１７年美咲町規則第２２号）第１８条第１

項に掲げる各号のいずれかに該当するとき。 

（祝金の請求） 

第８条 祝金の請求は、新婚夫婦のうちいずれか一方が代表して美咲町結婚定住促進

祝金請求書（様式第４号）により町長に提出するものとする。 

（祝金の交付） 

第９条 祝金の交付は、前条の規定による請求がなされた場合、速やかに交付するも

のとする。 

（祝金の返還） 

第１０条 町長は、祝金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段によ

り祝金の交付を受けた場合又は祝金を返還することが必要であると認めた場合は、

祝金の交付決定を取り消し、既に祝金が交付されているときは、その全部を返還さ

せることができる。 

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、就職先の都合による異動、死亡による異動又

は町長が認めた場合はこの限りでない。 

（その他） 

第１１条 第２条第２号に定める年齢及び第６条第３項に規定する期間の計算につい

ては、民法（明治２９年法律第８９号）の期間に関する規定を準用する。 

（委任） 

第１２条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

附 則 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この告示は、令和９年３月３１日（以下「失効日」という。）限り、その効力を

失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受け

た者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。 

附 則（令和４年３月３０日告示第２５号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日告示第３６号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２５日告示第４７号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 



 

附 則(令和8年 月 日告示第  号) 

この告示は、令和８年４月１日から施行 


